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○沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則 

昭和47年５月15日教育委員会規則第11号 

改正 

昭和48年５月４日教育委員会規則第11号 

昭和59年３月31日教育委員会規則第７号 

昭和59年10月30日教育委員会規則第14号 

平成元年９月16日教育委員会規則第９号 

平成６年３月31日教育委員会規則第２号 

平成８年４月１日教育委員会規則第３号 

平成９年２月７日教育委員会規則第１号 

平成12年３月14日教育委員会規則第６号 

平成12年３月28日教育委員会規則第７号 

平成13年３月９日教育委員会規則第２号 

平成14年９月３日教育委員会規則第13号 

平成18年３月３日教育委員会規則第１号 

平成18年10月27日教育委員会規則第14号 

平成26年３月31日教育委員会規則第４号 

平成28年10月25日教育委員会規則第12号 

平成29年３月17日教育委員会規則第１号 

令和２年３月31日教育委員会規則第５号 

令和２年６月30日教育委員会規則第８号 

令和３年３月26日教育委員会規則第２号 

令和３年６月29日教育委員会規則第６号 

沖縄県立高等学校授業料徴収条例施行規則をここに公布する。 

沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、沖縄県立高等学校等の授業料等の徴収に関する条例（昭和48年沖縄県条例第

41号。以下「条例」という。）第６条、第８条及び第９条の規定に基づき、沖縄県立高等学校の

授業料等の免除、減額、徴収の猶予その他の必要な事項を定めるとともに、沖縄県立中学校の証

明手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。 
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（免除又は減額の対象） 

第２条 授業料及び受講料（第４号に掲げる者においては、転学又は転籍の届出書を提出した月の

授業料及び受講料に限る。以下「授業料等」という。）の免除を受けることができる者は、次項

に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(１) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18号。以下「法」という。）

第３条第２項第３号に規定する保護者等（以下「保護者等」という。）の収入の状況に照らし

て、高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」という。）の支給により当該保護者等の経済

的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者が、保護者等の失職、

倒産等の家計急変により、就学支援金の支給を受ける資格について認定される者の収入の状況

と同等となり、授業料等の納付が困難となった者 

(２) 沖縄県立高等学校管理規則（平成12年沖縄県教育委員会規則第７号）第29条第２項の留学

の許可を受けた者 

(３) 高等学校に在学した期間が通算して36月（定時制課程及び通信制課程においては48月）を

超える者のうち、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（平成22年政令第112号。以

下「政令」という。）第１条第２項に定める者に該当しない者 

(４) 就学支援金の支給を受ける資格を有することについての認定を受けた者で、月の途中で沖

縄県立高等学校以外から転学又は転籍した者 

(５) 高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学する者のうち、授業料等を算定する月（以下

「算定月」という。）において次に掲げる要件を全て満たす者 

ア 政令第１条第２項に定める者に該当しないこと。 

イ 算定月の前月までに履修の期間を満了した科目の単位数及び履修を開始した科目の単位数

並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が74を超えること。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、教育上特に免除の必要があると認める者 

２ 高等学校等（修業年限が３年未満のものを除く。）を卒業し、又は修了した者（以下「既卒者」

という。）であって、授業料等の免除又は減額を受けることができる者は次の各号のいずれかに

該当するものとする。 

(１) 保護者等の失職、倒産等の家計急変により、授業料等の納付が困難となった者 

(２) 沖縄県立高等学校管理規則第29条第２項に規定する留学の許可を受けた者 

(３) 前２号に掲げる者のほか、経済的事情その他の理由により教育上特に免除又は減額の必要

があると認める者 
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（就学支援金等の代理受領） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者の授業料等は、県が受給権者に代わって就学支援金等を

代理で受領し、その有する当該受給権者の授業料等に係る債権の弁済に充て、受給月における納

入があったものとみなす。 

(１) 法第４条の規定により法第３条第１項に規定する就学支援金の支給を受ける資格を有する

ことについての認定を受けた者 

(２) 高等学校を退学した後に再び高等学校に入学する場合において、国及び県が行う支援の対

象となった者 

(３) 高等学校（専攻科に限る。）に在学する生徒であって、その修学について国及び県が行う

支援の対象となった者 

（徴収の猶予の対象） 

第４条 授業料等の徴収の猶予を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものと

する。 

(１) 災害、傷病、失業、営業不振その他の理由により学費の負担が困難となった者の子弟 

(２) 就学支援金等を申請した者 

(３) 前２号に掲げる者のほか、経済的事情その他の理由により教育上特に徴収の猶予の必要が

あると認める者 

（免除又は減額する額） 

第５条 授業料等を免除し、又は減額する額は、条例第２条の規定により納付すべき授業料等の全

額又は半額とする。 

（免除の申請手続） 

第６条 第２条第１項の規定により授業料等の免除を受けようとする者は、その保護者等と連署し

た申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて校長に提出しなければならない。ただし、同

項第２号に該当する者は第１号及び第２号の書類の提出を、同項第３号から第５号までに該当す

る者は第２号の書類の提出を要しない。 

(１) 課税証明書等（政令第１条第２項第１号に規定する合計額及び同項第２号に規定する額を

明らかにすることのできる市町村（特別区を含む。）の長の証明書その他の書類をいう。次条

第１項第１号において同じ。） 

(２) 家計急変等の事由を証明するに足りる書類 

２ 校長は、前項の規定による書類を受理した場合は、必要事項を調査の上、次の各号に掲げる書
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類を沖縄県教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提出しなければならない。 

(１) 授業料等減免承認申請書（第２号様式） 

(２) 授業料等減免調書（第３号様式） 

３ 前２項の授業料等の免除の申請手続は、原則として、毎年度学年始めに教育委員会が定める日

までに行うものとする。 

４ 前項の規定によるほか、年度の途中において授業料等の免除の必要がある場合は、その都度、

第１項及び第２項による手続をしなければならない。 

（既卒者の免除又は減額の申請手続） 

第７条 第２条第２項の規定により授業料等の免除又は減額を受けようとする者は、その保護者等

と連署した申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて校長に提出しなければならない。た

だし、同項第２号に該当する者は、第１号の書類の提出を要しない。 

(１) 課税証明書等 

(２) 第２条第２項各号のいずれかに該当することを証明するに足りる書類 

２ 校長は、前項の規定による書類を受理した場合は、必要事項を調査の上、第２条第２項第１号

及び第３号に該当するときは、次の各号に掲げる書類を、教育委員会に提出しなければならない。 

(１) 授業料等減免承認申請書（第２号様式） 

(２) 授業料等減免調書（第３号様式） 

３ 前２項の授業料等の免除又は減額の申請手続は、原則として、毎年度学年始めに教育委員会が

定める日までに行うものとする。 

４ 前項の規定によるほか、年度の途中において授業料等の免除又は減額の必要がある場合は、そ

の都度、第１項及び第２項による手続をしなければならない。 

（免除又は減額の承認及び通知決定） 

第８条 教育委員会は、第６条又は前条の申請に基づき授業料等の免除又は減額の承認を行ったと

きは、授業料等減免承認通知書（第４号様式）により校長に通知するものとする。 

２ 校長は、前項の規定により教育委員会から通知を受けたときは、速やかにその該当者に対して

授業料等減免決定通知書（第５号様式）により通知するものとする。 

３ 第２条第２項第２号に該当する場合は、校長は授業料等の免除の決定をすることができる。 

４ 校長は、前項の規定により授業料等の免除を決定した場合は、速やかにその該当者に対して授

業料等減免決定通知書（第５号様式）により通知するとともに、授業料等免除決定報告書（第６

号様式）により教育委員会に報告するものとする。 
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（授業料等の還付） 

第９条 条例第７条ただし書に規定する授業料等の還付は、次の各号のいずれかに該当するときに

行うものとする。 

(１) 誤納が判明したとき。 

(２) 授業料等を減免された生徒が当該授業料等を既に納入しているとき。 

(３) その他教育長が特に必要があると認めるとき。 

（徴収の猶予） 

第10条 授業料等の徴収の猶予は、校長が許可する。 

２ 授業料等の徴収の猶予を受けようとする者（第４条第２号に掲げる者を除く。）は、授業料等

徴収猶予願（第７号様式）を校長に提出しなければならない。 

３ 校長は、前項の規定による書類を受理したときは、その理由が第４条第１号又は第３号に該当

するかどうか調査検討した上、許可するものとする。 

４ 校長は、第１項の規定により許可した場合は、速やかにその該当者に対して授業料等徴収猶予

決定通知書（第８号様式）により通知すると同時に、授業料等徴収猶予報告書（第９号様式）に

より教育委員会に報告するものとする。 

５ 第４条第２号に掲げる者においては、第２項から前項までの規定にかかわらず、授業料の徴収

の猶予を許可したものとする。 

（免除、減額又は徴収の猶予の期間） 

第11条 授業料等の免除又は減額の期間は、当該年度限りとする。ただし、留学による場合は、こ

の限りでない。 

２ 授業料等の徴収の猶予は３月を越えないものとする。 

３ 第４条第２号に掲げる者においては、前項の規定にかかわらず、就学支援金等の認定のあった

月の翌月まで猶予する。 

（免除、減額又は徴収の猶予の取消し） 

第12条 授業料等の免除、減額又は徴収の猶予を受けている者が、第２条第１項各号若しくは同条

第２項各号又は第４条各号のいずれかに該当しなくなったときは、校長は直ちに免除、減額又は

徴収の猶予の取消しを行い、授業料等免除・減額・徴収猶予取消報告書（第10号様式）により教

育委員会に報告するものとする。 

（沖縄県立高等学校の入学考査料の減免） 

第13条 沖縄県立高等学校の入学考査料（以下「入学考査料」という。）の免除又は減額を受ける
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ことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 推薦入学又は連携型中高一貫教育に係る入学の方法により志願し、選抜の結果不合格とな

った者で、当該選抜が行われた年度と同一の年度内に入学者選抜のための学力検査（以下「学

力検査」という。）により入学を志願するもの 

(２) 学力検査による選抜の結果、合格者の数が学科の定員に達しない場合に再度募集が行われ

るときの当該募集（以下「第２次募集」という。）に志願する者（学力検査を受験しなかった

者を除く。） 

２ 入学考査料の免除又は減額は、前項第１号に該当する者については、その全額を免除するもの

とし、同項第２号に該当する者については、その半額を減額するものとする。 

３ 入学考査料の免除又は減額を受けようとする者は、第１項第１号に該当する者にあっては、学

力検査に係る入学志願書を提出する際に入学考査料減免申請書（第11号様式）に入学考査料の支

払いを証明する書類を添えて、同項第２号の規定により入学考査料の減額を受けようとする者に

あっては、第２次募集に係る入学志願書を提出する際に入学考査料減免申請書（第11号様式）を

添えて、志願する高等学校の校長に提出しなければならない。 

４ 入学考査料の免除又は減額の決定は、入学考査料減免申請書を受理した校長が行う。 

（受講料等） 

第14条 受講料の有効期間は、当該受講科目の講義の開始の日から１年とする。 

２ 沖縄県立高等学校の通信制の課程の生徒が高等学校通信教育規程（昭和37年文部省令第32号。

以下「省令」という。）第12条第３項の規定により沖縄県立高等学校の定時制の課程において一

部の科目を履修する場合は、その履修を当該通信教育による履修とみなして、聴講料を徴収する。 

３ 沖縄県立高等学校の定時制の課程の生徒が省令第12条第３項の規定により通信制の課程におい

て一部の科目を履修する場合は、その受講料は徴収しない。 

（証明手数料） 

第15条 沖縄県立高等学校及び沖縄県立中学校の証明手数料は、校長が次の各号のいずれかに該当

する証明書を、在学する生徒以外の者に発行するときに、その都度徴収する。ただし、沖縄県立

高等学校又は沖縄県立中学校の卒業者が卒業した月の末日までに卒業した当該学校に証明を申請

する場合は、この限りでない。 

(１) 卒業又は修了に関する証明書 

(２) 学校成績証明書（大学等の入学に要する調査書を含む。） 

(３) 単位修得証明書 
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(４) 人物又は身上に関する証明書 

２ 校長は、国（独立行政法人を含む。）及び地方公共団体の機関から前項の証明書の発行を求め

られた場合その他教育委員会が特に必要と認める場合は証明手数料を免除することができる。 

（委任） 

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和48年５月４日教育委員会規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年４月１日から適用する。 

附 則（昭和59年３月31日教育委員会規則第７号） 

この規則は、昭和59年４月１日から施行する。 

附 則（昭和59年10月30日教育委員会規則第14号） 

この規則は、昭和60年１月１日から施行する。 

附 則（平成元年９月16日教育委員会規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年３月31日教育委員会規則第２号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年４月１日教育委員会規則第３号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年２月７日教育委員会規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年３月14日教育委員会規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年３月28日教育委員会規則第７号抄） 

１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月９日教育委員会規則第２号） 

この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年９月３日教育委員会規則第13号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年３月３日教育委員会規則第１号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年10月27日教育委員会規則第14号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日教育委員会規則第４号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年10月25日教育委員会規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年３月17日教育委員会規則第１号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日教育委員会規則第５号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年６月30日教育委員会規則第８号） 

この規則は、令和２年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月26日教育委員会規則第２号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年６月29日教育委員会規則第６号） 

この規則は、令和３年７月１日から施行する。 


